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第１１章 その他環境省令で定める事項 
 

11.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並

びに事業者の見解 

11.1.1 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び事業者の見解 

(1)配慮書に対する長崎県知事意見 

 環境影響評価法第 3 条の 7第 1項の規定に基づき、長崎県知事に対し、配慮書について環

境保全の見地からの意見を求めた。それに対する長崎県知事の意見（平成 28年 12月 21日）

は、次に示すとおりである。 
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(2)知事意見及び事業者の見解 

配慮書に対する長崎県知事の意見及びそれに対する事業者の見解は、表 11.1.1-1 に示すと

おりである。 

なお、以下に記載した内容は、平成 29 年 2 月に届出・公表した「環境影響評価方法書」

のものであるが、今回評価書をとりまとめるにあたり、追加または見直しを行った事項につ

いては、ゴシック体で記載した。 

 

表 11.1.1-1 配慮書に対する長崎県知事意見及び事業者の見解(1) 

1.全体的事項 

長崎県知事意見 事業者の見解 

（1）環境影響評価の実施に当たっては、環境影

響評価法その他関係法令等に基づき、適切に行う

こと。 

ご指摘のとおり、法令に基づき適切に影響評価を

実施します。 

（2）対象事業実施区域の設定や風力発電設備の

配置・規模・構造等の検討に当たっては、事業の

実施に伴い影響を受けるおそれのある環境要素

について、調査、予測及び評価を総合的かつ的確

に行い、その結果を事業決定に反映させること。

また、事業計画を具体化する過程において地元住

民の理解が得られるよう努めること。 

環境調査の結果を踏まえ、環境影響について適切

に予測・評価し、事業計画に反映させます。 

また、地元関係者と十分協議しながら事業計画の

検討を進めます。 

 

配慮書段階から検討した環境配慮事項に係る経

緯及びその内容は、「第 11章 11.3評価書までの

事業内容の具体化の過程における環境の保全の

配慮に係る検討の経緯」に記載しています。 

（3）環境影響評価に基づく環境保全措置の実施

検討に当たっては、先行事例の知見や最新の知見

等を踏まえ、事業の実施に伴う環境影響を可能な

限り回避又は低減させること。 

先行事例及び最新の知見を活用し、環境影響を回

避又は極力低減させます。 

 

先行事例の知見を含めた最新の知見を収集した

結果を基に、評価書を作成しております。環境影

響評価の結果は、「第 10章 環境影響評価の結果」

に記載しています。 

（4）計画段階環境配慮書及びその要約書におけ

る記述の誤り、不足等については、方法書以降の

図書において、訂正、追加して記載すること。 

ご指摘のとおり、方法書以降の図書において訂正

または追加して記載します。 
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表 11.1.1-1 配慮書に対する長崎県知事意見及び事業者の見解(2) 

2.個別事項 

（1）景観への配慮 

 世界遺産候補からの眺望については、関係機関

と十分に協議を行い、景観に配慮した調査・計画

を検討すること。 

関係機関と十分協議しながら、景観検討を実施し

ます。 

 

景観に関する環境影響評価の結果は、「第 10章

10.1.6景観」に記載しています。 

（2）鳥類 

 対象事業実施区域の周辺は、多くの種類の渡り

鳥が行き交う海域であることが想定されること

から、渡りの時期を考慮するとともに、風車の回

転による気流の乱れを考慮した影響調査を検討

すること。 

ご意見を踏まえて、渡り状況を把握する調査を行

うとともに、気流の乱れ等による影響について専

門家等の助言を受けて検討します。 

 

鳥類に関する環境影響評価の結果は、「第 10章

10.1.3動物」に記載しています。 

（3）水中音 

 風車が複数基となることから、水中における音

源同士の共鳴や干渉についての予測、水中音の海

棲生物への影響等について検討すること。 

先行事例や最新の知見を活用し、複数基設置によ

る水中音の影響等について検討します。 

 

水中音の海棲生物への影響等に関する環境影響

評価の結果は、「第 10 章 10.1.4海域に生息する

動物」に記載しています。 
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11.1.2 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

(1)配慮書の公告及び縦覧等 

1)配慮書の公告及び縦覧 

a.公告の日 

 平成 28年 10月 3日（月） 

 

b.公告の方法 

① 下記の自治体広報誌に掲載した。公告内容を図 11.1.2-2に示す。 

・五島市広報誌（平成 28年 10月号） 

② 平成 28年 10月 3 日（月）付で、下記の日報新聞紙に「公告」を掲載した。 

公告内容を図 11.1.2-1に示す。 

・長崎新聞（朝刊 27面） 

③ 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 

・事業者ホームページへ掲載した。 

 

c.縦覧場所 

 関係地域の自治体庁舎 13箇所、事業者事務所及びインターネットの利用による縦覧を実施

した。 

① 自治体庁舎 

・五島市役所 本庁  （五島市福江町 1-1） 

・富江支所   （五島市富江町富江 165） 

・玉之浦支所   （五島市玉之浦町玉之浦 763） 

・三井楽支所   （五島市三井楽町濱ノ畔 1473-1） 

・岐宿支所   （五島市岐宿町岐宿 2535） 

・奈留支所   （五島市奈留町浦 1818-1） 

・奥浦出張所   （五島市奥浦町 1611-1） 

・崎山出張所   （五島市上崎山町 20-1） 

・本山出張所   （五島市堤町 1320） 

・大浜出張所   （五島市浜町 117） 

・椛島出張所   （五島市本窯町 8-1） 

・伊福貴出張所分室  （五島市伊福貴町 376 -13） 

・久賀島出張所  （五島市久賀町 217-3） 

 

② 事業者事務所 

・戸田建設株式会社福江事務所 （五島市福江町 1190-9老人いこいのセンター内） 

 

③ インターネットの利用 

事業者ホームページに配慮書の内容を掲載した。  
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d.縦覧期間 

平成 28年 10月 3日（月）～平成 28年 11月 2日（水）までとした。 

自治体庁舎等においては、土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9時から午後 5時までとした。

事業者ホームページにおける電子縦覧については、常時アクセス可能な状態とした。 

 

2)配慮書についての一般意見の把握 

「環境影響評価法」第 3条の 7及び主務省令第 13条の規定に基づき、環境の保全の見地か

らの意見を有する者の意見の提出を受け付けた。 

 

a.意見書の提出期間 

平成 28年 10月 3日（月）～平成 28年 11月 2日（水）まで（当日消印有効） 

 

b.意見書の提出方法 

事業者への郵送による書面の提出。 

縦覧場所に用意した意見書の様式を図 11.1.2-3 に示す。 

 

c.意見書の提出状況 

意見書の提出は 5通、意見総数は 18件であった。 

 

 

 

図 11.1.2-1 「長崎新聞」(平成 28年 10月 3日版)における公告内容 
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図 11.1.2-2 「五島市広報誌」(平成 28年 10月 1日版)における公告内容 
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 図 11.1.2-3 縦覧場所に用意した意見書（様式） 
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(2)一般の意見及び事業者の見解 

配慮書に対する一般の意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、表 11.1.2-1 に示すと

おりである。なお、意見の全文を加筆、修正せずに総論と個別意見に分け記載していること

で、一部文章の繋がりがわかりにくい部分もあります。 

また、以下に記載した内容は、平成 29 年 2 月に届出・公表した「環境影響評価方法書」

のものであるが、今回評価書をとりまとめるにあたり、追加または見直しを行った事項につ

いては、ゴシック体で記載した。 

 

 表 11.1.2-1(1) 配慮書に対する一般からの意見及び事業者の見解 

1.総論 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 洋上風力発電施設建設後による漁業制限区域発生によ

って、その海域での漁業を営む方々が漁業所得減少と

なる、その解決策を具体的に示してほしい。以上の大

きな 3 つの調査、具体策を関係者へ説明を実施してく

ださい。 

漁業関係者の方々とは今後も漁業協

同組合等を通じて、風力発電施設と漁

業の共生について意見交換、協力関係

の醸成に努めて参ります。 

なお、環境影響評価の手続きに沿っ

て、方法書、準備書段階で説明会を予

定しております。 

 

方法書、準備書段階で説明会を実施し

ました。 

事後評価並びに環境監視についても

地元漁業関係者の協力のもと進める

計画です。 

 

2 洋上風力発電事業施設建設による漁業制限区域によっ

て、漁業者の所得減少対策を具体的に行うべきである。 

3 以上の大きく 3 つの具体策及び調査を、漁業者（洋上

風力発電事業施設建設予定海域で漁業を営む）に対し

て、十分な理解が得るまでに、説明会をすべきである。 

4 ＜②漁業者など海を利用する人々との十分な話し合い

と合意＞ 

環境配慮書ではうまくいっているように書かれている

が、実証機の移動後には一部漁民からクレームがつい

て問題になったと聞いている。漁協の幹部のみにしか

話を通していなかったらしいという話だが、そうだと

すれば、今後そのようなことが無いように配慮が求め

られる。第二次安倍政権の登場以降、末端の声など知

ったことかという強引で暴力的な物事の進め方が多く

なっているが、今事業については是非とも、安倍政治

のような形ではなく、本来の日本の良識で進めていっ

ていただきたい。 

  



1085 

表 11.1.2-1(2) 配慮書に対する一般からの意見及び事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

5 以下、計画段階環境配慮書に目を通した上での意見を

申し述べたい。 

基本的には、至極まっとうな文書内容であるというの

が読後の印象である。現在、島内中央部で稼働してい

る「玉之浦風力発電」の建設時における「希少動物調

査報告書（平成 18 年 11月 九州電技開発株式会社）」

なる文書をかつて読んだ時には、かなりいい加減で恣

意的な調査がなされていることに驚き、あきれたもの

だった。その印象が強いせいもあるかもしれないが、

今回の計画段階環境配慮書については、かなり誠実に

作成されていると感じられた。洋上風力発電は国内で

はまだ稼働実績に乏しく、住環境・生態系への負荷が

考えられ、景観へのマイナス影響もありうるが、今回

の環境配慮書を読む限り、五島市の洋上風力発電につ

いては、可能な調査は可能な限り行われていると思わ

れた。その上で、下の 4点について要望したい。 

今後とも環境影響評価法の趣旨に基

づき誠実にアセスメント手続きを行

って参ります。 

6 ■意見書の提出方法について 

わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がかかる。

アセスで意見を求めているのは本件だけではなく多数

あるので、郵送で意見書を求めるのは金銭的負担がか

かり迷惑だ。なぜ御社は E メールで意見書を受け付け

ないのか？改善を望む。 

図書の縦覧、意見の聴取方法につきま

しては、「発電所アセス省令」及び「発

電所アセスの手引」に基づき行ってお

ります。著作権、知的情報所有権等を

勘案しながら、改善できるところは改

善して参ります。 

 

方法書以降では、Eメールによる意見

書提出を可能としました。 

7 ＜④稼働後の情報公開について＞ 

前述の①～③について（それ以外のことについてもだ

が）、風車の完成・稼働後における調査とその結果につ

いては、期間限定の情報公開ではなく、いつでも誰で

もアクセスできるようにすべきである。ウェブで公開

する場合は印刷もできるようにすべきだ。図表・地図

等の著作権が問題となるのであれば、それをクリアで

きる形で公開することが望まれる。 

稼働後の情報公開につきましては、今

後の検討課題とさせていただきます。 
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表 11.1.2-1(3) 配慮書に対する一般からの意見及び事業者の見解 

2.動物（鳥類） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ＜①渡り鳥・海鳥のモニタリングの継続と公表につい

て＞ 

洋上風力発電について私たちが懸念しているものの一

つは、やはり渡り鳥や海鳥への影響であったが、調査

結果から判断する限り、著しい影響は避けられそうに

見える。ただ、今回の調査結果は実証機 1 基のみでの

データであることは十分留意されるべきである。1基で

は今回のような調査データとなっても、複数の風車が

建つ実際の現場では同じかどうかわからない。また、

複数年に渡っての厚みのある調査となってはいるが、1

回の調査期間はそれほど長くない場合もあり、時には

とらえきれていない事象もあるだろう。例えば 2016年

9 月、鬼岳での調査期間から外れていた日に、アカハラ

ダカの数千羽規模の群れが通過したこともあった。こ

れらのことから、風車の完成・稼働後も、長期的・定

期的なモニタリングは必要であると考える。当団体の

メンバーの意見でも、洋上ではバードストライクが起

こっても死骸が海に落下してしまい、記録も証拠も残

らないのではないかと懸念するものがあった。改めて、

完成・稼働後の継続的な野鳥への影響モニタリングと、

迅速な公表を要望したい。 

最新の知見及び専門家等の助言をも

とに、適切な現地調査、予測及び評価

を行うよう努めます。また、その結果

に基づいて「準備書」以降、適切な事

後調査計画を記載します。 

 

鳥類に関する事後調査計画は、第 10

章 10.3.2事後調査計画」に記載して

います。 
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表 11.1.2-1(4) 配慮書に対する一般からの意見及び事業者の見解 

3.動物（コウモリ類） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて、最も影響

を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念され

ており（バット＆バードストライク）、その影響評価等

において重点化されている。このことを踏まえて本配

慮書に対して以下の通り意見を述べる。 

バットストライクについて 

本配慮書においてコウモリ類の衝突死（バットスト

ライク）の可能性に全く触れていない。抽出された重

要種の内、アブラコウモリ、ヤマコウモリ、ユビナガ

コウモリは洋上を飛翔している事例がある。今後はコ

ウモリの専門家の意見を聞きながら、コウモリ類の洋

上飛翔状況を把握する調査を実施し、バットストライ

クに配慮した影響評価を行うこと。 

専門家等の助言を得て、コウモリ類に

ついても現地調査及び予測、評価を行

います。 

 

コウモリ類に関する環境影響評価の

結果は「第 10章 10.1.3動物」に、事

後調査計画は第 10章 10.3.2事後調査

計画」に記載しています。また、コウ

モリ類の専門家へのヒアリングの内

容は、「第 8 章 8.3 専門家等の助言」

に記載しています。 

2 ■コウモリ類について 

オヒキコウモリやモモジロコウモリ、ユビナガコウモ

リなど洋上を飛翔するコウモリ類がいるので、洋上で

もコウモリが風力発電施設に衝突する、バットストラ

イクの可能性がある。コウモリ類については保全対策

をしなくてよいのか？ 

3 ■コウモリ類について 

イルカ類同様、コウモリ類も超音波を出す。洋上の風

力発電アセスにおいても、イルカ同様に超音波の自動

録音調査は可能であるが、事業者はコウモリ類の影響

把握のためにコウモリ類の自動録音調査を実施するべ

きではないのか？ 

4 ■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手

引き」（環境省）には、コウモリ（翼手）類について、

「専門家からの開き取り、文献調査、聞き取り調査お

よび現地調査を実施し、希少コウモリ類の生息や渡り

経路、重要なねぐら（コロニー等）、摂餌地が存在する

可能性を検討する必要がある。なお、希少コウモリ類

の重要な生息地や渡り経路、ねぐらが存在する可能性

が示唆された場合は、専門家の指導を受けつつ調査を

進め、必要に応じて保全措置をとることが望まれる」

（3-108）と記載されているので、コウモリ類の専門家

への聞き取り調査を実施すべきではないか。 

5 ■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を予測す

るために、必要な調査を行うべきである。必要な調査

については、鳥類や鯨類などの他分野の「専門家」で

はなく、バットストライクについて十分な知識のある

「コウモリ類の専門家」にヒアリングを行うべきでは

ないのか。 
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表 11.1.2-1(5) 配慮書に対する一般からの意見及び事業者の見解 

4.動物（海生生物） 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 洋上風力発電事業施設及び建設工事から放出される水

中音等が海生生物に与える影響調査を十分に実施し、

その解決策を具体的に示してください。 

最新の知見及び専門家等の助言をも

とに、適切な現地調査、予測及び評価

を行うよう努めます。環境影響に関し

ては実行可能な範囲内でできる限り

回避又は低減するよう努めます。 

 

水中音の海生生物への影響等に関す

る環境影響評価の結果は、「第 10章

10.1.4海域に生息する動物」に記載

しています。 

2 洋上風力発電事業施設建設によって放出されるであろ

う水中音等が海生生物に与える影響を十分に調査し、

その解決策を具体的に示すべきである。 

3 洋上風力発電事業施設建設及び建設後の海域に於ける

海の潮流変化を十分に調査し、又、海生生物への影響

も加えて調査した上での、その解決策等を具体的に示

してください。 

潮流変化につきましては、スパー型の

浮体を採用しており、浮体海面付近の

直径が 5～8m程度と小さく、流れに

対する影響がほとんど無いと考え、環

境影響評価の項目に選定していませ

ん。 

海生生物については、動物及び植物の

調査を計画しております。影響の程

度、解決策等につきましては「準備書」

に記載いたします。 

 

海生生物に関する環境影響評価の結

果は、「第 10章 10.1.4海域に生息す

る動物、10.1.5海域に生育する植物」

に記載しています。 

4 洋上風力発電事業施設建設に伴う海の潮流変化による

海生生物への影響を十分に調査しその解決策を具体的

に行うべきである。 

5.景観 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ＜③景観について＞ 

五島市自身がそれをどれぐらい理解しているかは別と

して、五島列島のような過疎地域にとっては、自然景

観は数少ない貴重な資産である。風車という巨大構造

物が海に並ぶこととなっても、景観という資産を極力

損なわず、将来に引き継がなければならない。今回の

景観への影響に関する調査・検討については、可能な

限り良くなされていると思われたが、風車設置後も予

想通りであるのか、検証と公表が必要であると思う。 

事後調査の内容につきましては、現地

調査、予測及び評価の結果をもとに、

検討し「準備書」以降に記載いたしま

す。 

 

景観に関する環境影響評価の結果は、

「第 10章 10.1.6景観」に記載してい

ます。 
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11.2 発電設備等の構造若しくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関

する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及び

その内容 

 

①風車機種 

 風車機種は、洋上風力発電施設での実績があり、特に、浮体式ではその有効性が確認され

ている、ダウンウィンド型とした。本機種は最新型の風力発電機であり騒音・超低周波音の

発生に関しても従来型よりも低減が見込めることから選定した。 

 

②規模（出力） 

 風車規模（出力）は、実証事業など洋上風力発電施設での実績がある 2,000kW 級風車と、

近年国内でも開発・実証運転中で、今後の普及が見込まれる、発電能力の大きい 5,000kW級

風車の 2種類を想定している。九州電力株式会社との系統連携、対象事業実施区域における

風車発電施設の設置可能場所、適切な風車発電機間の離隔を踏まえ、今回採用を想定してい

る機種の定格出力を考慮し、本事業の総出力を最大で 22,000kWとした。 

 

③配置案 

 対象事業実施区域内において、風力発電施設は住居地等から可能な限り離隔した。また、

風車配置において、音響パワーレベル及び景観への影響の大きい 5,200kW風車を最も住居地

等から遠い位置に配置した。 

 これにより、騒音・超低周波音、及び景観に関する環境影響を実行可能な範囲で低減した。 

 また、風力発電機間に 600m 以上の距離を設けることにより、コウモリ類及び鳥類の衝突

に関する環境影響を低減した。 
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